
 

 
 

N0.９ 
令和元年１２月２４日 

文責 校長 墨谷誠一 

◇ 学校目標 ◇   「元気いっぱい やさしさいっぱい 知恵いっぱい」の児童の育成 

 

 

今日は２学期の終業式でした。９月の「運動会」、１０月の「市小学校陸上大会」、「秋の遠足」、１１月

の「６年生修学旅行」、「持久走大会」など、２学期はたくさんの行事がありました。どの行事も保護者の

皆様や地域の方々に温かく見守られながら、とても充実した思い出に残る行事になりました。心から感謝

いたします。特に６年生にとってはすべてが小学校最後の行事であり、最上級生としてしっかりとやり遂

げたという達成感を味わってくれたのではないでしょうか。 

今年度の小学校の卒業式は３月１９日（木）に決定しました。残り３ヶ月あまりになりましたが、これ

からも大切に一日一日を過ごし、たくさんの素敵な思い出をつくってほしいと思います。ちなみに中学校

の卒業式は３月７日（土）に行われます。 

 

 

 

１１月２９日（金）、３年生が「お祭り」を開いてくれました。グループごとに６つのお店を出し、ポイ

ントを溜めながら楽しむことができました。溜まったポイントはその点数によって大川町の農産物を紹介

する「手作りしおり」と交換ができるようになっており大盛況でした。 

３年生が出してくれたお店は、「クイズ＆くじ」「魚つり」「大川むかし話」「ゲーム」「じだいやしき」

「スーパーマーケット」です。どの店もたくさんのお客さんで行列ができ、みんな笑顔でそれぞれの店の

出し物を楽しんでいました。３年生も準備が大変だったと思いますが、みんないきいきとした笑顔で楽し

く活動してくれました。 

 

１２月６日（金）、人権集会を行いました。これは各クラスでの仲間づくりの取組や、人権教室、人権学

習などで学んだことなどを発表する集会で、各学年の工夫を凝らしたすばらしい発表になりました。当日

はとても寒い日で体育館も冷えていましたが、児童たちの心温まる発表で体まで温まってくるようでし

大川小だより 

ハーモニー 
 

 

 

３年生手作りの「お祭り」 

２学期が終わりました 

  輪投げ 大川むかし話 

人権集会 
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〇佐賀県学童美術展 

（絵画部門）・特選  前田聖太（６年） 

・準特選 平山和花（５年）、池田 優（５年）、加藤 漣（２年） 

（線描部門）・特選  前田泰吏（４年） 

 

〇伊万里市学童美術展 

 （絵画部門）・特選  中島海陽（１年）、松尾京磨（２年）、加藤 漣（２年）、前田泰吏（４年） 

田口 怜（４年）、東山和司（５年）、畑元 凛（５年）、平山和花（５年） 

池田 優（５年）、前田聖太（６年） 

       ・準特選 岩永志月（１年）、髙木晃太（１年）、大神勇人（３年）、東山奈央（３年） 

           小松栄輝（５年）、野中愛理（６年） 

 （線描の部）・特選  大神勇人（３年）、前田泰吏（４年）、宮﨑大翔（４年） 

            ・準特選 髙木晃太（１年）、岩永志月（１年）、小松 舜（３年）、小松茉奈（５年） 

           山口夏季（６年） 

1/21（月）スマイル集会、ぶっくん 

      租税教室（６年生） 

1/22（水）フッ素洗口 

1/23（木）クラブ見学（３年） 

1/29（水）フッ素洗口 
1/31（金）授業参観、学校評議員会 

た。たくさんの保護者の皆様や地域の方々に来ていただき、児童たちも張り切って発表ができました。あ

りがとうございました。 

 

 

 １２月６日（金）、伊万里市教育委員会の人権・同和教育指導員 大串京子さんを講師にお招きし、

「PTA人権・同和教育講演会」を行いました。「子どもを取り巻く人権課題」～いじめ問題と家庭内での

子どもの人権～をテーマにお話いただきました。いじめ防止対策推進法や刑法などを読み解きながら「い

じめは犯罪行為」にあたることなど、わかりやすくお話いただきました。平成２５年度に施行された「い

じめ防止対策推進法」での「いじめ」の定義では「（前半省略）・・・当該行為の対象となった児童生徒が

心身の苦痛を感じているもの。」とされており、文句を言ったり、からかったりするなどの行為も、本人が

精神的な苦痛を感じた場合は「いじめ」と捉えて対応することになっています。 

今後も、児童たちが安心して学校生活を送れるよう、しっかりと見守っていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTA人権・同和教育講演会 

  
６年生の発表 たくさんの方に来ていただきました 

1/ 8（水）３学期始業式、地区児童会 

（給食あり） 

1/14（火）SC来校 

1/15（水）フッ素洗口 

1/16（木）代表委員会       

1/17（金）お話エプロン 

昔遊び体験（天寿会と１年生） 

  

 

入賞おめでとう！ 
 

１月の行事 


